
連番 意見概要 市の対応

1
親子が健やかに育つため、状況に応じ
た相談体制の強化

2

学校・家庭・地域が連携し、子どもた
ちが親から離れて地域の中で活動でき
るよう、教員OB等を活用したボラン
ティア体制の整備

3
老朽化が進んでいる体育施設を市民の
ために再建

4

低迷している自治会・町内会活動を盛
り上げるため、まずは、行政区のリー
ダーが研修を受け、より高度な技術を
身に付けるなどの取組

5

各分野（子育て・食育・高齢者・障害
者・健康づくり等）におけるボラン
ティアを募集し、そのボランティアの
方々が各行政区の状況に応じて活動し
ていけるような取組

6

郷土愛への目覚め、地域の魅力づくり
（観光文化財）として、南門を多賀城
観光の中心にするために独立した政策
とし、5-3地域資源も3-5文化財の保護
も観光文化財政策として括る。

7

政策6 市民が主体的に取り組むまちづ
くり（市民協働）と名称の変更をして
はどうか。
今まで行ってきた全国万葉故地サミッ
ト、光のアートイベントなども市民と
ともに作り上げるようにする。また、
文化センター、図書館などを利用し一
般市民が企画実行する芸術祭を行う。

8

自然環境との調和を望んでいるなら
ば、むやみに自然を破壊しないで、山
や林など動物達と人間の共存とを考え
て欲しいです。人間と動物、植物達の
事を考えたまちづくりをして欲しい。

9

食はとても大切です。せめてこれから
の子ども達には、きちんとしたオーガ
ニックのものを食べさせていただきた
い。田畑がある多賀城から声をあげ、
ぜひ、全国へ広めていただきたいと願
います。

　御意見をいただき、ありがとうございます。

　はじめに本市の総合計画の構成について御説明させていただき
ます。
　総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画（事務事業）で構
成されています。
　基本構想は、１０年間の大きなまちづくりの方向性を示すもの
で、将来都市像、政策、政策間連携となる重点テーマを定めてお
り、令和２年６月に市民意見募集及び市議会の議決を経て決定し
ております。
　基本計画は、基本構想で示した１０年を前期・後期の５年間に
分け、施策・基本事業という分野ごとの取り組む方向性を定める
ものとなっております。今回意見募集を行った第六次多賀城市総
合計画前期基本計画は、この前期５年分となります。
　さらに、実施計画（事務事業）では、基本計画で示した５年間
の分野ごとの取り組む方向性に基づき、毎年度実施する具体的な
事業となります。

　今回いただいた具体的な御提案や各政策間の連携は、基本計画
に沿って行う事務事業実施の際の参考とさせていただきます。

　今後も本市のまちづくりに御理解と御協力をよろしくお願いし
ます。


